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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、簡単かつ安価な構成で、転写
不良の要因となる転写部材の長手方向中央部が弓状にへ
こむ撓みを防止し、像担持体に対する転写部材の押圧力
を長手方向にわたって均一にすることである。
【解決手段】トナー像を担持する感光体ドラム２１と、
前記感光体ドラム２１と接触して回転移動するベルト５
０と、前記ベルト５０を介して前記ドラム２１と対向す
る非回転の転写部材５４と、前記ドラム２１に対して前
記転写部材５４を押圧する押圧部材６２と、を有する画
像形成装置であって、前記押圧部材６２は、前記ドラム
２１の画像形成領域Ｌ内で、前記転写部材５４を押圧し
ていることを特徴とする。
【選択図】　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナー像を担持する像担持体と、前記像担持体と接触して回転移動するベルトと、前記
ベルトを介して前記像担持体と対向する非回転の転写部材と、前記像担持体に対して前記
転写部材を押圧する押圧部材と、を有する画像形成装置であって、
　前記押圧部材は、前記像担持体の像担持領域内で、前記転写部材を押圧していることを
特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記転写部材は、前記ベルトに面接触する略直方体であることを特徴とする請求項１に
記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記転写部材は弾性部材であり、支持部材によって形状を保持するように支持されてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記押圧部材は、前記転写部材の前記ベルトの移動方向と直交する方向の中央１ヶ所を
押圧していることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記押圧部材は、前記転写部材の前記ベルトの移動方向と直交する方向端部から等しい
距離だけ内側の２ヶ所を押圧していることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記ベルトはトナー像を担持するベルトであり、前記転写部材は前記像担持体上のトナ
ー像を前記ベルト上に転写する転写部材であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記ベルトは記録材を担持するベルトであり、前記転写部材は前記像担持体上のトナー
像を前記ベルト上に担持された記録材上に転写する転写部材であることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか１項に記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベルトを介して像担持体と転写部材によって転写ニップを形成し、像担持体
上のトナー像を転写する画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリンタ、複写機等のカラー画像形成装置として、各感光体ドラムに形成したト
ナー像を中間転写ベルト上に順次重ねて転写し、中間転写ベルト上に重ねたトナー像を記
録材上に一括転写することでカラー画像を形成する技術が開示されている。あるいは、記
録材を静電吸着して搬送する搬送転写ベルトを用いて、各感光体ドラム上に形成したトナ
ー像を前記搬送転写ベルト上の記録材に順次重ねて転写してカラー画像を形成する技術が
開示されている。
【０００３】
　前記中間転写ベルト又は搬送転写ベルトを介して各感光体ドラムの対向位置には、感光
体ドラム上のトナー像を転写する転写部材が配置されている。この転写部材は感光体ドラ
ムに対してバネ等の押圧部材によって押圧されて転写ニップを形成している。この転写部
材には、中間転写ベルト又は搬送転写ベルトに従動して回転するローラ等の回転体と、中
間転写ベルト又は搬送転写ベルトに摺動して回転しないパッド、ブレード等の非回転体と
がある。
【０００４】
　しかしながら、回転体である転写部材は、ベルトの回転方向と直交する軸方向両端部が
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前記押圧部材によって押圧されているため、軸方向中央部が弓状にへこんだ撓みが発生し
てしまうことがある。これにより、前記転写ニップは軸方向両端部に比べ中央部のニップ
圧が低下してしまい、特に画像形成領域（トナー像を担持する像担持領域）におけるニッ
プ圧が均一にならず、転写不良が発生してしまうおそれがある。この問題に対処するため
にローラの外径を軸方向両端部よりも中央部を大きくし、軸が撓んだ状態でも転写ニップ
のニップ圧が均一になるように構成した技術が開示されている。また非回転体である転写
部材においては、ベルトの回転方向と直交する長手方向全域に渡って強固な補強部材を設
けた技術が開示されている（特許文献１）。この特許文献１では、補強部材により、前述
した転写部材の変形を抑えて転写ニップのニップ圧が均一になるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－３３９１３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、回転体である転写部材の場合、転写ニップのニップ圧を均一化するため
に画像形成領域外からの加圧に加えてローラの外径を軸方向で変化させているため、ロー
ラの研磨コストが増加し装置コストの増加に繋がってしまう。また回転体である転写部材
を回転可能に支持するための軸受は、感光体ドラムの画像形成領域外に配置しなければな
らず、その分のスペースが必要である。一方、非回転体である転写部材においても、画像
形成領域外からの加圧による転写部材の弓なり変形を抑えるために変形量が極小となる強
固な補強部材が必要なため、部品点数が増加し装置コストの増加に繋がってしまう。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、簡単かつ安価な構成で、転写不良の要因となる転写部材の長
手方向中央部が弓状にへこむ撓みを防止し、像担持体に対する転写部材の押圧力を長手方
向にわたって均一にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明の代表的な構成は、トナー像を担持する像担持体と、
前記像担持体と接触して回転移動するベルトと、前記ベルトを介して前記像担持体と対向
する非回転の転写部材と、前記像担持体に対して前記転写部材を押圧する押圧部材と、を
有する画像形成装置であって、前記押圧部材は、前記像担持体の像担持領域内で、前記転
写部材を押圧していることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、簡単かつ安価な構成で、転写不良の要因となる転写部材の長手方向中
央部が弓状にへこむ撓みを防止することができ、像担持体に対する転写部材の押圧力を長
手方向にわたって均一にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】中間転写ベルトを用いた画像形成装置の主断面図
【図２】転写部の断面図
【図３】第１実施形態にかかる転写部の長手方向の断面図
【図４】転写部材と支持部材の構成斜視図
【図５】第２実施形態にかかる転写部の長手方向の断面図
【図６】押圧部材による押圧位置と押圧力による支持部材の変位量の関係を表す図
【図７】搬送転写ベルトを用いた画像形成装置の主断面図
【発明を実施するための形態】
【００１１】



(4) JP 2013-20278 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし
、以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置など
は、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。従
って、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもの
ではない。
【００１２】
〔第１実施形態〕
　第１実施形態に係る画像形成装置について説明する。まず図１を用いて画像形成装置の
概略構成について説明する。ここでは、中間転写ベルトを用いた画像形成装置を例示して
説明する。図１は中間転写ベルトを用いた画像形成装置の主断面図である。
【００１３】
　図１に示す画像形成装置内には、矢印Ｘ方向に回転移動する無端状の中間転写ベルト５
０が配されている。この中間転写ベルト５０は、トナー像を担持するベルトであり、半導
電処理を施された樹脂などで構成されている。中間転写ベルト５０は、表面をゴム等の摩
擦係数の高い材質で覆われた駆動ローラ５１によって駆動される。駆動ローラ５１は装置
本体に配されたモータにより駆動力を供給される。中間転写ベルト５０は駆動ローラ５１
の他、従動ローラ５２や、バネ等の張力印加手段により張架されたテンションローラ５３
で張架されている。
【００１４】
　中間転写ベルト５０の上方には４つの画像形成部２０Ｂｋ，２０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃが
ベルトの回転移動方向に並べて配置されている。これら画像形成部は、それぞれ色の異な
るブラック（以下Ｂｋ）、イエロー（以下Ｙ）、マゼンタ（以下Ｍ）、シアン（以下Ｃ）
の４つの画像形成部である。各画像形成部には、像担持体としての感光体ドラム２１Ｂｋ
，２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃと、この感光体ドラム２１に作用するプロセス手段である帯電
装置、現像装置、クリーニング装置を有するプロセスカートリッジが着脱可能に配置され
ている。またプロセスカートリッジにはクリーニング装置により回収された転写残トナー
を貯めておく廃トナーボックスが内包され、現像装置内にはＢｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃの各色トナ
ーがそれぞれ内包されている。
【００１５】
　回転可能な感光体ドラム２１には光学ユニット１０から画像信号によるレーザー光がポ
リゴンミラー（不図示）等を介して照射され、感光体ドラム２１上に静電画像を形成する
。この静電画像に現像装置からトナーを供給することにより現像しトナー像として可視化
される。このトナー像が感光体ドラム２１の回転に伴って、感光体ドラム２１と中間転写
ベルト５０が当接する一次転写部に到達すると、転写部材５４に印加した一次転写バイア
スによって、感光体ドラム２１上のトナー画像が中間転写ベルト５０上に転写される（一
次転写）。
【００１６】
　同様に中間転写ベルト５０が移動するにつれて第２、第３、第４の画像形成部の各一次
転写部において各トナー像が中間転写ベルト５０上に順次重ね合わされて転写される。そ
して、給送カセットから搬送されてきた記録材Ｐがレジストローラ６１を経て二次転写部
に達し、二次転写部材５５に印加した二次転写バイアスによって中間転写ベルト５０上の
４色カラートナー像が記録材Ｐ上に一括して転写される（二次転写）。
【００１７】
　二次転写部を通過したベルト５０上の残ったトナーは、クリーニング手段５６によりク
リーニングされる。トナー像が転写された記録材Ｐは中間転写ベルト５０から剥離され、
定着器７０へと送られる。定着器７０では一対のローラ対により記録材Ｐに熱と圧力が加
えられ、トナー像が記録材Ｐに定着される。
【００１８】
　ここで、一次転写部の構成について説明する。図２は図１の一次転写部周辺を拡大した
要部断面図である。各一次転写部は、同様の構成である。図２に示すように、転写部材５
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４は非回転状態に支持されており、バネ等の押圧部材６２により感光体ドラムに向けて押
圧され、図中矢印方向に移動可能な構成となっている。非回転状態に支持された転写部材
５４は、転写ベルト５０の裏面に接する略直方体である。転写部材５４は、材質は半導電
処理を施された低弾性部材であることが望ましく、例えば発泡ウレタンなどでおおよそ０
．８Ｍｐａ以下程度が望ましい。転写部材５４は主に樹脂製の支持部材５８に保持され、
押圧部材６２により感光体ドラム側へと加圧される。転写部材５４は支持部材５８に対し
接着等により固定されている。また転写部材５４は押圧部材６２と１ヶ所で接しており、
押圧部材６２を介して一次転写バイアスを供給されている。押圧部材６２は、感光体ドラ
ム２１に対して転写部材５４を押圧するものである。
【００１９】
　図３は図２の一次転写部の長手方向（ベルトの回転移動方向と直交する方向）の構成を
示す図である。押圧部材６２は、感光体ドラム２１の画像形成領域Ｌ（トナー像を担持す
る像担持領域）内で、転写部材５４を押圧している。ここでは、押圧部材６２は、感光体
ドラム２１の画像形成領域Ｌ内であって、転写部材５４の前記ベルト５０の移動方向と直
交する方向の中央１ヶ所を押圧している。また転写部材５４は、支持部材５８によって形
状を保持するように支持されている。ここでは、支持部材５８の形状は、図４に示すよう
に転写部材５４が挿入される一辺を開放した箱型形状であり、転写部材５４の形状を保持
するように支持している。また、支持部材５８は一般的な樹脂成型部材であり、ヤング率
は２２～２５Ｍｐａ程度である。
【００２０】
　以上説明したように、上記の構成によれば、一次転写部材５４に非回転体を用いること
により、押圧部材６２を画像形成領域Ｌ内に配置することで長手方向に対する省スペース
化が図られることになる。これにより中間転写ベルト５０を内包する構造体の長手寸法を
小さくすることができる。また非回転体である一次転写部材５４の押圧部材６２を画像形
成領域Ｌ内に配置することにより、転写部材５４の長手方向の弓なり状の撓み変形を効果
的に防止することができる。もしくは撓み変形の程度を極めて小さいものにすることがで
きる。そのため一次転写部材５４を支持する支持部材５８が極めて強固な剛性を確保して
いなくとも、転写ニップ部を転写性能を確保するのに必要十分な所定のニップ幅、ニップ
圧のものとすることができる。且つそのニップ幅、ニップ圧を転写ニップ部の長手方向に
沿って略均一分布にすることができ、押圧力の不均一に起因する転写不良を防止すること
ができる。
【００２１】
　また一次転写部材５４を略直方体とし、中間転写ベルト５０の裏面にその一辺が面接触
する構成とすることにより、ニップ幅を任意に設定することができ、性能のよい転写部を
構成することができる。
【００２２】
　また一次転写部材５４を弾性部材で形成し、その形状を保持できる支持部材によって支
持することにより、押圧部材６２による押圧力を低く設定しても転写ニップ部の長手方向
に沿って略均一なニップ幅を形成することができる。このため、転写性能と低負荷を両立
させた転写部を構成することができる。
【００２３】
〔第２実施形態〕
　第２実施形態に係る画像形成装置について説明する。なお、画像形成装置全体の概略構
成は前述した実施形態と同様であるため、その説明は援用するものとする。ここでは、構
成の異なる一次転写部の構成のみ説明する。図５は図１及び図２の一次転写部の長手方向
（ベルトの回転移動方向と直交する方向）の構成を示す図である。前述した実施形態では
、押圧部材が、像担持体の像担持領域内で、転写部材を押圧している構成として、長手方
向中央１ヶ所を押圧する構成を例示したが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２４】
　本実施形態では、転写部材５４をより均一に感光体ドラム側へと加圧するために、図５
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に示すように、押圧部材６２を転写部材５４の端部からＥの距離内側に２ヶ所設置させて
いる。
【００２５】
　本実施形態では、図５に示すように、押圧部材６２は、感光体ドラム２１の画像形成領
域Ｌ（トナー像を担持する像担持領域）内であって、転写部材５４の前記ベルト５０の移
動方向と直交する方向端部から等しい距離Ｅだけ内側の２ヶ所を押圧している。これによ
り、前述した実施形態に比べて、転写部材５４をより均一に感光体ドラム側へ押圧するこ
とができる。
【００２６】
　画像形成領域Ｌと、押圧部材６２を配置する端部からの距離Ｅと、押圧部材６２の押圧
力（加重値）による支持部材５８の最大変位量（撓み量）は、図６に示す通りである。押
圧部材６２の配置がＥ＝Ｌ／４の位置においての、支持部材５８の最大変位量が押圧部材
６２の配置がＥ＝０の場合に対し、約１／６程度となっている。
【００２７】
　これに対して、非回転で支持された転写部材５４を用いて画像形成領域Ｌ外に押圧部材
６２を設置した場合、支持部材５８は転写ニップ内の中央部に弓なり状の撓みを発生させ
ることになり、画像中央部の転写に悪影響を与えることとなる。これを強固な剛性の支持
部材（補強部材）を用いることなく回避するために、前述したように、押圧部材６２を、
画像形成領域Ｌ内であって、端部から内側の距離Ｅ＝Ｌ／４近辺の２ヶ所に配置する。こ
れにより、前述した実施形態の効果に加えて更に、強固な補強部材を仕様することなく、
より均一なニップ圧を確保することができ、良好な転写を得ることができる。
【００２８】
〔他の実施形態〕
　前述した実施形態では、トナー像を担持する中間転写ベルトを用いた画像形成装置を例
示し、この画像形成装置における一次転写部に本発明を適用した形態を例示して説明した
が、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、図７に示すように、記録材を担持
する搬送転写ベルトを用いた画像形成装置であっても良い。図７は搬送転写ベルトを用い
た画像形成装置の主断面図である。
【００２９】
　図７に示す画像形成装置内には、矢印Ｘ方向に回転移動する無端状の搬送転写ベルト５
９が配されている。この搬送転写ベルト５９は、記録材を担持するベルトであり、半導電
処理を施された樹脂などで構成されている。搬送転写ベルト５９は、表面をゴム等の摩擦
係数の高い材質で覆われた駆動ローラ５１によって駆動される。駆動ローラ５１は装置本
体に配されたモータにより駆動力を供給される。搬送転写ベルト５９は駆動ローラ５１の
他、バネ等の張力印加手段により張架されたテンションローラ５３で張架されている。
【００３０】
　搬送転写ベルト５９に接した位置には４つの画像形成部２０Ｂｋ，２０Ｙ，２０Ｍ，２
０Ｃがベルトの回転移動方向に並べて配置されている。これら画像形成部は、それぞれ色
の異なるブラック（以下Ｂｋ）、イエロー（以下Ｙ）、マゼンタ（以下Ｍ）、シアン（以
下Ｃ）の４つの画像形成部である。各画像形成部には、像担持体としての感光体ドラム２
１と、この感光体ドラム２１に作用するプロセス手段である帯電装置、現像装置、クリー
ニング装置を有するプロセスカートリッジが着脱可能に配置されている。またプロセスカ
ートリッジにはクリーニング装置により回収された転写残トナーを貯めておく廃トナーボ
ックスが内包され、現像装置内にはＢｋ、Ｙ，Ｍ，Ｃの各色トナーが内包されている。
【００３１】
　回転可能な感光体ドラム２１には光学ユニット１０から画像信号によるレーザー光がポ
リゴンミラー（不図示）等を介して照射され、感光体ドラム２１上に静電画像を形成する
。この静電画像に現像装置からトナーを供給することにより現像しトナー像として可視化
される。このトナー像が感光体ドラム２１の回転に伴って、感光体ドラム２１と搬送転写
ベルト５９が当接する転写部に到達すると、転写部材５４に印加した転写バイアスによっ



(7) JP 2013-20278 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

て、感光体ドラム２１上のトナー画像が搬送転写ベルト５９に担持された記録材Ｐ上に転
写される。
【００３２】
　同様に搬送転写ベルト５９が移動するにつれて第２、第３、第４の画像形成部の各転写
部において各トナー像が搬送転写ベルト５９に担持された記録材Ｐ上に順次重ね合わされ
て転写される。全てのトナー像が転写された記録材Ｐは搬送転写ベルト５９から剥離され
、定着器７０へと送られる。定着器７０では一対のローラ対により記録材Ｐに熱と圧力が
加えられて、トナー像が記録材Ｐに定着される。
【００３３】
　このような搬送転写ベルト５９を用いた画像形成装置における各転写部に、前述した実
施形態の転写部（図２、図３、図５参照）と同様の構成を適用しても、同様の効果を得る
ことができる。
【００３４】
　また前述した実施形態では、押圧部材が、像担持体の像担持領域内で、転写部材を押圧
する構成として、転写部材の長手方向の中央１ヶ所を押圧する構成、転写部材の長手方向
端部から等しい距離だけ内側の２ヶ所を押圧する構成を例示した。しかしながら、像担持
体に対して転写部材を長手方向にわたって均一に押圧するのであれば、像担持体の像担持
領域内における押圧部材の配置、数はこれらに限定されるものではない。
【００３５】
　また前述した実施形態では、画像形成部を４つ使用しているが、この使用個数は限定さ
れるものではなく、必要に応じて適宜設定すれば良い。
【００３６】
　また前述した実施形態では、画像形成装置本体に対して着脱自在なプロセスカートリッ
ジとして、感光体ドラムと、該感光体ドラムに作用するプロセス手段としての帯電手段，
現像手段，クリーニング手段を一体に有するプロセスカートリッジを例示した。しかしな
がら、プロセスカートリッジはこれに限定されるものではない。例えば、感光体ドラムの
他に、帯電手段、現像手段、クリーニング手段のうち、いずれか１つを一体に有するプロ
セスカートリッジであっても良い。
【００３７】
　更に前述した実施形態では、感光体ドラムを含むプロセスカートリッジが画像形成装置
本体に対して着脱自在な構成を例示したが、これに限定されるものではない。例えば、各
構成部材がそれぞれ組み込まれた画像形成装置、或いは各構成部材がそれぞれ着脱可能な
画像形成装置であってもよく、これら画像形成装置における転写部に本発明を適用するこ
とにより同様の効果を得ることができる。
【００３８】
　また前述した実施形態では、画像形成装置としてプリンタを例示したが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、例えば複写機、ファクシミリ装置等の他の画像形成装置や、
或いはこれらの機能を組み合わせた複合機等の他の画像形成装置であっても良い。これら
画像形成装置の転写部に本発明を適用することにより同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００３９】
Ｐ …記録材
１０ …光学ユニット
２０Ｂｋ，２０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃ …画像形成部
２１Ｂｋ，２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ …感光体ドラム
５０ …中間転写ベルト
５１ …駆動ローラ
５２ …従動ローラ
５３ …テンションローラ
５４ …転写部材
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５８ …支持部材
５９ …搬送転写ベルト
６１ …レジストローラ
６２ …押圧部材
７０ …定着器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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